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略として認識され、限られた市場

の確保や新しい市場の獲得の手段

として使われている。

しかし日本は「経済大国」だけ

れど「標準小国」と言われてきた

ように、国際標準に対する認識は

依然として低い。燃料電池や高特

性材料のように欧米各国と激しい

開発競争を行いつつ市場シェアを

拡大し標準化を目指している分野

もあるが、我が国では一部にとど

まっている。近い将来、アジアに

おいても韓国や中国に標準化のリ

ーダーシップを取られる分野が増

加することも懸念される。

この「標準」は、知的基盤のひ

とつの構成要素である。知的基盤

については近年、工業所有権の取

得に、ゲノム解析競争が加わり、

将来の利潤を獲得する手段として

も重要視されるようになってい

る。材料の分野でもデータベース

の整備や標準化等の推進がうたわ

れ、国際社会への発信も行われて

いる。このような活動が、国際社

会において認知されるためには、

独自のデータを持つことが極めて

重要である。

本論文では、国際標準化を日本

の科学技術を産業・経済活動によ

り有効に反映するための手段とし

てとらえ、材料を中心に欧米の標

準化戦略をレビューするととも

に、日本の取り組みについて概説

し、標準に関わる課題の具体的な

打開策を提案する。

より新しい特性や高機能を有す

る材料を開発することは、科学技

術における大きなブレークスルー

となり得るが、どんなに良い新材

料を開発しても、それだけでは

「物質」であり、広く市場で使わ

れてこそ「材料」と言える。材料

を使ってもらうためには、設計基

準とのかかわりが重要であるが、

欧州は近年新たな設計基準を持と

うとし、それに合う材料開発や保

全技術開発を進めており、今後有

利な位置を占めていくことが懸念

されている。材料においても高品

質だけでは市場に受け入れられ

ず、「国際標準を制するものは世

界を制する」ということもあては

まるようになっている。『国際標

準』が諸外国においては重要な戦
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2．国際標準の動向

の産業や消費者が不利益を被むる

ことにもなるので、各国とも戦略

的な対応をしている。デファクト

標準とデジュール標準の仕分けが

難しい場合もあるが、国際標準を

作成するプロセスの中で欧米諸

国、欧米企業は自国・自社の技術

を国際標準化し、競合する企業の

技術を排除して優位に市場獲得を

進めようとしている。ここで取り

上げるのは、主に「デジュール標

準」（「国際規格」とも呼ばれる）

の重要性である。

２‐２

最近の国際標準の動向

国際標準化機構（ISO）と国際

電気標準会議（IEC）といった国

際標準に関わる動向やこれに関す

る日本としての取り組みの重要性

に関しては、これまでにも概説さ

れているが３～９）、ここで主張した

いことは、日本として好ましい結

果が得られるよう状況を改善する

方策を検討することである。

２‐１

国際標準の分類

標準には大別して「デファクト

標準（事実上の標準）」と「デジ

ュール標準（公的な標準）」とが

あり、それらの特徴を図表１に示

す。デファクト標準は、企業間の

市場における競争に基づくもので

あるのに対し、デジュール標準は

国際的な取り決めによって制定さ

れ、対応が不十分であれば、自国



蘯米国の動向
米国は、従来ASTM（米国材料

試験標準協会）やMIL規格（米軍

規格）を優先してきたが、欧州の

標準化戦略に対して危機感を抱

き、デジュール標準の国際標準化

活動を重要視するようになった。

ANSI（米国標準協会）は2000年

９月「米国国家標準化戦略」を発

表し、ISO、IEC等国際標準化機

関の場でアメリカの技術が反映さ

れた国際標準が制定されるよう積

極的な取り組みを行うべきとして

いる。このような動きはISOの幹

事国引き受け数の増加に結果とし

て現れており、米国のISO幹事国

業務引き受け数は、1992年以降急

増し、2000年からはトップを維持

している。

盻日本の動向
1997年11月の日本工業標準調

査会国際部会の通商産業大臣への

答申「今後の我が国の国際標準化

政策の在り方」をはじめ、2000年

４月に公表された「国家産業技術

戦略」、2001年３月に閣議決定さ

れた科学技術基本計画等において

は、標準化活動と研究開発の一体

的な実施の必要性が指摘されてい

る。予算の面でも、新エネルギ

ー･産業総合開発機構の国際標準

創生分野のグラントや新規産業支

援型国際標準開発の委託等年間数

10億円の国際標準化予算がある。

また、平成10年の緊急経済対策

における通商産業省技術関連予算

では、知的基盤整備、国際標準化

の加速的推進に、161億円が割り

当てられている。しかし日本の

ISO幹事国業務引き受け数は、

1992年以降漸増しているが、欧米

諸国の半分以下と大きな差が依然

としてあり、国際標準化活動が活

発になったとはいえない。毎年

1,000件からの規格が出てくる中

で、この差を埋める対策が必要で

ある。

盪欧州の動向
欧州連合（EU）は、欧州標準

化委員会（CEN）と欧州電気標準

化委員会（CENELEC）に対する

支援を通じてISOやIECにおいて

欧州としての統一的意見を提案す

る等の方針を明らかにした。ISO

や IECと協定を結び、欧州標準

（EN規格）をベースにした国際標

準を制定することにより、欧州技

術の世界への波及をめざすという

積極的な戦略を構築している。

盧標準の激動期
1995 年のWTO／TBT協定

（貿易の技術的障害に関する協定）

の発効以降、加盟国はそれぞれの

国家規格（日本ではJIS等）を

ISO、IE等の国際規格に原則とし

て合わせることを合意した。各国

の規格を同じにすることにより、

国境を超えた物流を一層自由にす

るという意図である。国際条約に

より国際規格が貿易制限を撤廃す

る手段として認定されたともい

え、標準化活動をめぐる国際動向

は激動期に入った。
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科学技術動向　2003年７月号

分類
デジュール標準（公的な標準） デファクト標準（事実上の標準）

de jure standard de facto standard

標準化機関により制定された標準で、 企業間の市場における競争の結果、
定義 明確に定められた手続に基づき広範 高い市場シェアを獲得し事実上標準と

な関係者の参加を得て策定されるもの なったもの

例
JIS規格やISO／IEC規格 マイクロソフト社のパソコン用ＯＳ

のウィンドウズ

①策定プロセスが透明で標準内容が ①策定プロセスの速度がデジュール
明確でオープン より迅速

特徴 ②原則的に単一標準が提供される ②標準の普及と製品の普及が同時
③メンバーシップが比較的オープン ③自規格を標準化できた者が市場を

独占できる

①コンセンサスにより意思決定を行 ①情報公開が不完全
うため標準化に時間がかかる 蘆全インターフェイスの公開の保証
（～5年） なし

欠点 ②標準の普及と製品の普及にタイム・ 蘆開発企業による限定的な囲込みが
ラグが存在 行われる懸念
③技術が流用される ②メンバーシップが閉鎖的になりがち

③改正手続が不透明

図表1 標準の分類と特徴

図表２　ISO幹事国（TC・SC）業務引き受け数の推移10，11）

出典：文献３）をもとに科学技術動向研究センターで編集
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額で考慮されたとのことである）。

規格の提案に際して根拠となる

データが必要なことは当然である

が、反対意見を表明するにも、技

術的根拠を付するのが原則であ

り、技術的データがなければ、反

対意見も言えない。

日本からの新規提案や外国から

提案された規格に対する発言権を

増すためには、日頃からの研究デ

ータの積み重ね、幹事国業務の引

き受けなどの地道な努力と国際貢

献、国内の取りまとめ者や諸外国

の理解者・協力者とのネットワー

クが必要である。

ISOの議論の場では、欧州と米

国の立場の違いがあり、その両勢

力の均衡を保つ意図から、幹事国

業務の引き受けを日本に打診して

くることが、しばしばある。言語

の問題に始まる事務業務の煩雑さ

のため多くの場合敬遠されている

が、専門委員会（TC）や分科会

（SC）の幹事国業務や議長を担当

することにより、提案を議題にす

ることや会議の開催地の決定のリ

ーダーシップを取れることは、大

きな効果がある。

蘯日本と先進国の認識の違い
上記のような必要性が唱えられ

ても、日本では古来、工業技術は

海外から導入するもの、輸出する

盧材料のケース
かつて圧力容器の設計の材料強

度の規格計算が全てASME（米国

機械学会）のコードで行われてい

たため我が国の材料は相手にされ

ず、日本では国産の原子炉はでき

なかった。現在では国産の構造材

料の品質は認められているもの

の、国際市場を獲得するために

ISO/TC11（圧力容器）などで国

際規格獲得競争が行われている。

圧力容器は、米国及び日本とドイ

ツとが世界市場を二分しており、

どちらの規格が国際規格になるか

が国際的に注目されてきた。米国

と日本が提出した案は、欧州各国

の専門家が出席した会議で合意さ

れたにもかかわらず、国際投票で

は欧州各国が協調して反対したこ

とで国際規格に至っていない。

セラミックスや超伝導材料また

表面化学分析等の先進材料に関わる

分野では、VAMAS活動の中で、日

本がリーダーシップを取ってきた。

盪発言権
日本は、国際規格への貢献度を

示し発言権を確保するために、

1996年にIECの常任理事国入りを

図ったが、幹事国引き受け数がイ

タリアより下で上位５カ国に入っ

ていないことを理由に当初は達成

できなかった（結果的に拠出金の

２‐３

国際標準への対応の必要性

国際規格に合わせてJISを改訂

すれば、これまでJISに準じて作

っていた製品も変更する必要があ

る。ISOやIECの規格がそのまま

多くの国の国家規格として採用さ

れれば、規格の元になった国の輸

出企業は他の輸出国よりも優位に

立つ。即ち国際規格の帰趨が市場

の条件をも左右し、日本の製造業

の競争力にもボディーブローのよ

うに効いてくる。図表３に示すよ

うに、日本が製品、技術面で進ん

でいたにもかかわらず国際標準を

取れなかった例は多い。また国際

標準とはやや異なるが、日本の携

帯電話が国際規格の競争に負けた

結果、日本でしか通用しない電話

になったのもその例と言うことも

できよう。IT関連産業のように

技術の進歩が著しく標準化への迅

速な対応が求められる分野、

ISO9000やISO14000のように品質

や環境管理規格がビジネスになっ

ている分野、その他で国際標準へ

の取り組み方は異なるが、過去の

教訓を今後の活動に生かすことが

肝要である。

事　例 内　容

電力積算計 電力量計のＴＣは欧州が主導しており、欧州は屋内用の電力量計が一般的であるため、日本で普及し
IEC 60521 ている屋外用の電力量計に対する要求事項の技術的知見がなく、耐候性能等の規定については考慮さ
IEC 61036 れなかった。

キャッシュカード（銀行カード） 日本の銀行及びメーカが世界に先駆けて、キャッシュカードの開発を行った。国際標準化の審議で、
ISO 7810 IDカード―物理的特性 当時の最有力案であったカードの表に磁気ストライプを付けるものを我が国で採用し、世界に先駆け

てＡＴＭの普及を行った。しかし、国際標準化では、カードのデザイン上の理由により、磁気スト
ライプを裏に付けるものが国際規格化された。我が国では既に表に磁気ストライプを付けるタイプが
大量に普及しており、経済的理由から国際規格のものに切り替えすることが不可能となっている。

洗濯機（脱水機能） アジア諸国ではIEC規格を直接適用する例が増え、WTO/TBT協定遵守の観点から、日本製品はIEC
IEC 60335‐2‐4 規格に適合していないとして、ほとんどの国で輸入禁止となっている（安全に関わる停止時の規定が
日本はJIS規格による縦型二層式 異なる）。
洗濯機をアジア市場に IEC/TC61でのJIS規定内容を追加する日本案は否決され、再提案中である。
1,700万台／年輸出 日本が頑張れきれなかった理由としてあげられていることは次の２点である。

蘆JISならアジア諸国が受け入れてくれ、技術が優れ、ニーズに合えば国際規格に準拠せずとも市場
があると誤信
蘆国際規格の影響の大きさを認識せず、国際規格の制定会議への企業の出席は大きな負担と考え、か
つ人材が不足していた

図表３　国際標準を獲得できなかった事例と内容



の発展のための「十分なリターン

を生む投資」と考えているからで

ある。

２‐４

国際標準化の手続き

国際標準（規格）は国際条約と

同じで、効力も大きく、提案され

成立までに多くの審議と合意の手

続きを要する。ちなみに、ISOへ

の新規提案を行い制定を図るに

は、図表４のような、以下の手続

きが必要である。

盧提案
成立までの数年間の審議に責任

を持つための費用の裏づけが必要

なため、通常はISO加盟国内の標準

際には輸出先の標準に合わせれば

よい、標準では儲からない、とい

う認識が産業界では根強い。この

まま与えられた標準を使うのでは

発展途上国と同じで標準に支配さ

れている状態である。

これに対し欧米諸国の認識は、

標準は武器の一種とみなし、各国

の標準による貿易障壁の撤廃を自

分らが制定する国際規格をもって

行おうとしている。また標準につ

いては、「売れる標準」（多くの企

業等が使用するもの）を作ること

を優先している。さらに国際標準

化の会議に欧米からは業界のドン

が数年間連続して出席するよう

に、欧米企業が国際標準化活動に

注力するのは、標準化活動が短期

的な収益よりも重要な将来の企業

３‐１

経　緯

VAMASとは、Versailles Pro-

ject on Advanced Materials and

Standards（新材料と標準に関す

るベルサイユプロジェクト）の頭

文字をとったものである。1982年

６月に開催されたＧ７ベルサイ

ユ・サミットにおいて、科学技術

が主要課題の一つとして取り上げ

られ、科学技術は世界経済活性化

の鍵であり、国際協力により積極

的な推進を図るべきであるとの合

意を得た。VAMASの活動に関す

る覚書は、サミット国及びECの

代表者により署名され、５年ごと

に参加国の代表者による調印を経

て継続されてきた。1997年には無

期限の延長の覚書が締結された。
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科学技術動向　2003年７月号

団体が提案母体になることが必要。

盪新規提案が採択される要件
当該TCでの過半数の賛成と、

新規提案をWGで審議するための

メンバーとその経費を出してまで

賛成する国が５カ国以上を要する

（各国では標準母体での会議費用

と人件費の裏づけを考慮して対

応が決まる。例えばドイツでは、

規格として売れるかということ

が判断基準となり、事務局から

の審議依頼に対し、ドイツ国内

の5つ以上の企業が出資すること

を表明しないとドイツとしての

対応をしない）。

蘯ドラフトの作成
ドラフトにはWorking Draft,

Committee Draft, Final Commit-

tee Draftの順で検討が進められ

る。認められるためには各国から

コメントに全て対応し、最終的に

反対なしが原則である。国際規格

案（DIS）は、積極的参加国の

2/3の賛成と全ての加盟国の3/4

の賛成を要する。それぞれの投票

には最低３ヶ月間の期間があり、

提案後、成立まで通常３～５年か

かる。

盻見直し
成立した規格は、５年ごとに見直

し、使われない規格は淘汰される。

結果的に、国内外の多くの識者や産

業界の同意了解が無ければ規格にな

らず、一過性のデータや興味は、手

続きの過程で淘汰される。

3．材料の国際標準化活動としてのVAMASの意義と現況

図表４　ISOの制定過程とVAMASとのリエゾン



強まり、相互の成果を尊重するリ

エゾンが結ばれるなど、Ｇ７国か

ら構成されるVAMASの成果に基

づくISO化の促進が図られている。

図表４に示すように、VAMASで

の国際ラウンドロビンテスト

（共通試料を各参加機関に配り試

験結果を比較する試験）の結果

を取り纏め、技術移転評価文書

（TTA文書）として提案するこ

とで､審議の時間を短縮できる

ようになっている。

３‐４

特　徴

金属、無機、高分子、生体材料

などの広範な材料の試験評価を対

象としている。図表６に示すよう

に、現在18の技術作業分野（TWA）

が活動しており、そのうち４分野

において日本が国際議長を務めて

いる。VAMASと連携した、新材

料及びその試験法の国際標準化に

関する積極的な活動は、ISOにお

ける日本の発言力を増強すること

につながり、日本主導の規格の提

案も容易となる（ISOの場におい

て、日本の発言・投票は、ISOの

専門委員会を構成する20数カ国

の１票であるがVAMASでは７ヵ

国中の１票）。

VAMAS運営委員会の日本代表委

員は文部科学省の材料開発推進室

長、産業技術総合研究所の材料戦

略室長と物質・材料研究機構の材

料基盤情報ステーション長である。

３‐２

目　的

先進材料の標準に関する国際協

力プロジェクトとして位置づけら

れており、先進材料に関わる技術

と特性評価法を含めた国際標準化

を促進し、先端技術製品の貿易を

活性化することである。

３‐３

成　果

得られた成果は、参加各国の

国家標準化機関へ提出されるこ

とにより国家規格化が図られる。

また、国際標準化機構（ISO）や

国際電気標準化会議（IEC）へ提

供されることにより国際規格と

なる。国際規格が成立するまで

数年を要することから、活動を

始めて10年でやっと成果が出始

め、約60のISOや米国試験・材

料協会（ASTM）規格の作成に

貢献している（図表５）。

近年、VAMASの国際的評価が

高まるとともに、ISOとの連携も

３‐５

最近のVAMASの動向

VAMASの運営委員会は、年に

１回開催され、全体の活動方針や

各TWAの進捗状況や、新TWA

の採択や改廃が審議される。2002

年は日本で開催され、物質・材料

研究機構がホストになった。2003

年の運営委員会は、EUがホスト

となり５月12日から14日にかけ

て、オランダのペッテンにある欧

州共同研究センターで開催され

た。以下のように各国が注目して

いる材料研究項目の紹介が行われ

た。各国ともナノ材料やバイオ材

料の開発と評価が重点研究項目と

なっており、今後の国際標準化分

野としての提案も行われている。

蘆カナダ：材料研究の主な傾向は、
エコマテリアル、バイオ、ナノ、

バーチャルで、燃料電池や医療用

発泡チタンにも注目している。

蘆ドイツ：自動車の材料として、
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TWA Standards

TWA 01 磨耗 CEN：１

TWA 02 表面化学分析 ISO：11，ASTM：２

TWA 03 セラミックス ISO：５，CEN：８，ASTM：４，
JIS：２

TWA 05 高分子複合材料 ISO：３

TWA 13 低サイクル疲労 ISO：４，BSI：１，JIS：１

TWA 14 先進セラミックスの分類 ISO：１，CEN：１，ASTM：１

TWA 16 超伝導材料 IEC：８

TWA 17 極低温構造材料 ISO：１

TWA 21 ハードメタルの機械的特性 ISO：１

TWA 22 薄膜・コーティング ISO：３，CEN：１

TWA 25 クリープ・き裂進展 BSI：２，ASTM：２

図表５　VAMAS活動の成果として制定された規格14)

BSI:British Standards Institution

TWA 01 磨耗

TWA 02 表面化学分析

TWA 03 セラミックス

TWA 05 高分子複合材料

TWA 07 生体材料

TWA 10 材料データバンク※

TWA 13 低サイクル疲労

TWA 15 金属基複合材料※

TWA 16 超伝導材料※

TWA 17 極低温構造材料※

TWA 20 残留応力測定

TWA 21 ハードメタルの機械的特性

TWA 22 薄膜・コーティング

TWA 24 セラミックスの電気的特性

TWA 25 クリープ・き裂進展

TWA 26 応力とひずみの光学的測定

TWA 27 セラミック粉末とスラリー

TWA 28 高分子材料の質料分析
スペクトル

※印は、日本が議長

図表６　活動中の技術作業部会
（TWA）
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整など多大なコストを要する。日

本においては、旧科学技術庁の科

学技術振興調整費研究課題の一部

として年間１～3億円の予算で最

大国内50機関で200人の研究者を

とりまとめる活動を続け、各

TWAにおいて大きな国際貢献を

果たした。しかし振興調整費によ

る継続は難しいとの判断から予算

は平成13年度で終了した。代わ

りの予算措置がなされていないた

め活動が縮小し、国内コンタクト

パーソンの活動費の手当てが難し

く、議長引き受け数や対応TWA

が減少した。日本としてＧ７-

VAMASからの脱退も止む無しと

検討された時期もあったが、国際

標準への有利な道を有する

VAMASへの参画を維持すること

は、今後の他の国際標準化活動を

推進するためにも有効であること

からも、今のところは物質・材料

研究機構の国際標準化事業とし

て、TWAに部分的に対応し、

VAMAS対応国内委員会の再構築

が進められている。

光電子半導体、熱電子、熱衝撃、

磁気測定、燃料電池が紹介された。

蘆EC：バイオ健康、IT、食品安
全、ナノマテリアルナノ技術、多

機能材料、航空宇宙－安全高信頼

性、燃料電池等が紹介された。

３‐６

VAMASインターナショナル

VAMAS活動をＧ７サミット国

を主体とする活動から各地域のグ

ローバル標準に対応するものにし

ていくため、サミット国以外から

の参加と連携を深める活動方針案

が提案され、各国からの回答が求

められている。これは近年オブザ

ーバー参加し、VAMASに積極的

な働きかけを行っている韓国をメ

ンバーとして加えるものでもある。

３‐７

VAMASへの対応の問題点

VAMASは、サミットで合意さ

れた標準に関わる国際協力であ

り、新材料の調達や評価、国際調

鉄鋼材料の占める割合が減り、ア

ルミやポリマーが増えている。ま

た鉛や水銀に続きCdとCr+6が使

用禁止になり、3000を超える個々

の部品の耐用試験も課題であるこ

とから、特に車材料の短期腐食試

験を新規に提案した。

蘆イタリア：材料データベース言
語、燃料電池（ECの重点項目）、

ナノマテリアル等に関心がある。

蘆日本：総合科学技術会議で決定
された科学技術の８つの項目と科

学技術の４大項目としてライフ、

ナノ、環境、ITの項目が示され

た。またNIMSでのVAMAS研究

と国内の対応体制が紹介され、さ

らにTiO2光触媒がトピックとし

て紹介された。

蘆イギリス：ナノ、バイオ、機能、
ソフト、モデリング、量子物理や

軽量合金、発泡材料、単結晶、ポ

リマー、粉末、液体金属が紹介さ

れた。

蘆アメリカ：ナノ材料の分類と対
象材料、ナノチューブ、光触媒＆

窓に貼るTiO2フィルム、生体材

料、モデリングの検証、微小磁力、

や既存の国内規格を代弁し、外国

の主張に対峙する前線活動を行う

にもかかわらず、不十分な旅費し

か支給されない。このようなこと

から、次の世代の有能な後継者を

探すことがいっそう困難になって

いる。

４‐２

企業の対応

製造分野の企業では、試験部門

や測定部門の分社化が進められて

いる。例えば、国内製鉄メーカー

においても、機械試験部門はアウ

トソーシング目的での分社化が進

められている。別会社になると言

うことは経営の観点からのきめ細

かなコスト合理化要請が強まり、

より試験所のほとんどは研究機関

となり、試験業務の担当者の多く

が研究者になってしまった。さら

に、国研の多くは独立行政法人化

され、標準を主要業務としている

産業技術総合研究所の機関と後述

の例に示す物質・材料研究機構の

例を除いて、業績として評価され

るのは、インパクトファクターの

高い雑誌に掲載された論文の数が

主で、標準に関わる仕事は評価を

受けにくくなっている。経常的な

予算もないため、余人に代え難し

という言葉につられるお人よしが

睡眠時間を削って行うボランティ

ア活動に依存するケースも多く、

標準化活動に関わる機関と参加者

は減少している。さらに、個別の

国際委員会で日本の産業界の主張

４‐１

担当者の育成

国際標準の提案から成立まで、

通常5年程度かかる。責任を持っ

てこれに対応しWGや技術委員会

に対応するには、本省の担当官よ

りは、異動が少なく技術的議論に

も対応できる企業あるいは国の研

究機関の主席研究官以上が望まし

い。しかし、ここ数年の企業のリ

ストラで企業の研究所は削減さ

れ、議論の元になるデータが減る

とともに人材もいなくなりつつあ

る。また、かつて工業試験所を有

していた通商産業省の工業技術院

には、試験業務を担う人材の土壌

があったが、10年ほど前の再編に

4．国際標準化活動の課題
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結果として直接の収入につながら

ない実験検討に割く余力が減少す

ることになる。たとえば、ユーロ

ラボで進められている認証標準物

質（CRM）の整備とそれを活用

した引張試験速度の影響調査実験

等は、我が国でも実験しておくこ

とがグローバル時代の鋼材輸出に

は必要と考えられるが、その事業

の推進母体が無い上に我が国の鋼

材にマッチしたCRM整備や共同

実験の予算が無い。

４‐３

大学の対応

VAMASでは、国ごとにコンタ

クトパーソンが指定され、国内の

関連研究者の取りまとめやラウン

ドロビンテストのアレンジが求め

られる。その分野の代表者である

大学の教官がこれを担当する場合

が多いが、これらの活動を行うた

めの活動費が別途に手当てされな

いため、結局その分野の国内の対

応ができないケースが見られる。

４‐４

省庁の対応

例えばVAMASの運営委員会に

おいて国としての科学技術政策や

標準化政策に基づく新しいTWA

提案が議論される際には、日本代

表の担当官としての発言が求めら

れている。この場で日本の主張を

展開することが日本の貢献でもあ

り、ここでの発言は、その後の技

術的な提案に大きく影響する。

４‐５

研究機関の対応
―物質・材料研究機構の例

独立行政法人　物質・材料研究

機構（以下、NIMS）の材料基盤

情報ステーションでは、以下の項

目を主要業務としている。

蘆材料データの取得と材料デー

タシートの作成

蘆プレスタンダード研究、国際

標準化研究

蘆材料データベースの整備と公開

クリープや疲労特性に関するデ

ータシートは、旧金属材料技術研

究所時代から30年以上にわたっ

て実施・出版し、国内約400機関、

海外200機関以上に配布され、欧

米の規格やデータベースに採用さ

れ設計基準にも反映されている。

今年から、腐食と宇宙関連材料デ

ータシートが加わり、構造物の10

年以上の耐腐食データの取得や、

国産宇宙ロケットの信頼性向上に

大きく貢献している。主要業務の

中にある、プレスタンダード研究、

標準化研究は、これまでの材料研

究およびVAMASとの強い連携と

リーダーシップの実績から、中期

計画に組み込まれたものである。

NIMSにおける研究者の評価は、

Paper, Patent, Productの３Pを柱

とし、データシートや標準化に関

わる活動もProductの一つとして

評価される。しかし、このような

具体的で地道な活動を評価する定

量的な目安がないことから、

NIMS外では評価が低いのが現実

である。

5．まとめ

今後の日本経済の市場の確保に

大きく影響する国際標準に関わる

動向を、先進材料の国際標準化活

動を中心に調査した。その要点は

次の３つに集約できる。

蘆「国際標準」の重要性と緊急

性は、関連省庁の担当部局に

おいては認識されているが、

対応する予算措置は個別的・

短期的であり、人材養成を含

む長期的取り組みが不足して

いる。

蘆国際標準化の対応は、原則と

して産業界がリードすべきも

のであるが、産業の分野ごと

に国際標準化の対応の緊急性

や必要性等の状況が異なる。

多くの場合、将来の国益を考

え、産業界がサポートしきれ

ないことは国が知的基盤戦略

としてこれまで以上に、省庁

を越えて積極的に支援する必

要がある。即ち、「標準」を

与えられるものではなく、十

分なリターンのある「投資」

と見なし、科学技術上の貢献

として適切に評価されるよう

産・学・官あげての意識改革

をすることと、国際標準化活

動の前線において新規提案や

発言力の増加に繋がるような

国の研究機関からの研究デー

タを増やすことである。

蘆今後より積極的に国際標準化活

動を推進するには、欧米との協

力関係に加えて、これに関わる

アジア各国との協力関係を拡大

することが有用である。

これらの課題に対処するための

方策のうち、現状の体制を活用す

ることにより実施できることとし

て、以下が挙げられる。

①独立行政法人等の中期計画へ

の記載

各省庁の国際標準に関わる

研究機関の中期計画に、国際

標準に関わる活動を位置づ

け、提案や議論の根拠となる

データの取得と委員会活動を

業務の一部と認定する。これ

により産業界と大学を含めた
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活動の活性化や後継者の育成

も期待できる。

②標準化活動の基盤の整備

提案・制定した国際標準へ

の寄与度またはその影響度を

評価する指針等を定め、仕事

を積極的に評価する。また、

関係機関において、国内外の

委員会活動、既存の研究の標

準への適用に関わる長期的経

常的な研究予算の確保を推奨

する。

③国際標準には、個別にまた単

発的に対応しているだけでは

有効な結果は期待できないた

め、国際標準に関わる状況に

ついて、関連省庁と産業界、

学会等が連携した国内対応委

員会を組織する。
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